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令和４年第４回高山市議会臨時会 提出議案の概要

議第３８号 高山市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について

                                     （Ｐ１）

  市議会議員の期末手当の支給率を改定するため改正するもの

  ①年間支給率 ４．３５月分 → ４．２０月分（０．１５月分減）

  ②令和４年６月分の期末手当の減額（令和３年１２月分の０．１５月分を減額するもの）

  施行期日 公布の日

議第３９号 高山市特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について（Ｐ３）

  

  特別職職員の期末手当の支給率を改定するため改正するもの

  ①年間支給率 ４．３５月分 → ４．２０月分（０．１５月分減）

  ②令和４年６月分の期末手当の減額（令和３年１２月分の０．１５月分を減額するもの）

施行期日 公布の日

議第４０号 高山市職員の給与に関する条例及び高山市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例の一部を改正する条例について             （Ｐ５）

人事院勧告に基づき、期末手当の支給率の改定を行うため改正するもの

  ①年間支給率

   一般職職員   ２．５５月分 → ２．４０月分（０．１５月分減）

   ※期末・勤勉手当の年間の支給月数 ４．４５月分 → ４．３０月分

   管理職職員   ２．１５月分 → ２．００月分（０．１５月分減）

   ※期末・勤勉手当の年間の支給月数 ４．４５月分 → ４．３０月分

   再任用職員   １．４５月分 → １．３５月分（０．１０月分減）

   ※期末・勤勉手当の年間の支給月数 ２．３５月分 → ２．２５月分

   特定任期付職員 ３．３５月分 → ３．２５月分（０．１０月分減）

  ②令和４年６月分の期末手当の減額

   一般職職員及び管理職職員 令和３年１２月分の０．１５月分を減額するもの

   再任用職員        令和３年１２月分の０．１０月分を減額するもの

施行期日 公布の日

議第４１号 財産（除雪グレーダ）の取得について           （Ｐ１０）

  除雪グレーダ１台を取得するもの
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